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つり上げ荷重が3t以上のクランプクレーンを製

造する事業所はあらかじめ所轄都道府県労働

局長の製造許可を受けなくてはなりません。

 つり上げ荷重が3t以上のクランプクレーンを設

置する事業所は当該工事の開始日の30日前

に所轄の労働基準監督署長に設置届を提出

し、設置許可を受けなければなりません。 

 

設置許可を受け、クランプクレーン設置工事完

了後所轄労働基準監督署長の落成検査を受け

なければなりません。合格するとクレーン検査証

（有効期間2年）が交付されクランプクレーンが使

用できます。 

 

日常点検と同じ内容を行うが、所轄監督署によ

っては荷重試験を要求される場合がある。 

 

 

性能・構造を変更した場合、クレーン変更届を提

出し変更検査を受けなければなりません。 

クランプクレーンの使用を廃止したときは、クレ

ーン検査証を返還しなければなりません。

クランプクレーンを休止しようとする期間がクレ

ーン検査証の有効期間を超える場合には、当該

クレーン検査証の有効期間中に休止報告を提

出し再び使用とする場合は、使用再開検査を受

けなければならないがクランプクレーンはこれに

該当することはない。 

0.5t 以上のクランプクレーンを設置した場合、日常・月例・年次点検を実施しなければなりません。

0.5t以上3t未満のクランプクレーンを設置する場

合、あらかじめ所轄労働基準監督署長に設置報

告書を提出する必要があります。 

注）つり上げ荷重＝（定格荷重＋フック等のつり具）の荷重をいう。


